
 

 

入札条件及び履行内容 

 

件名：那覇市立教育研究所高速カラー印刷機賃貸借契約  

 

１ 入札物件の内容等 

 （１）高速カラー印刷機一式  

 （２）印刷機の保守 

 （３）搬入設置、設定作業等 

 （４）撤去作業等 

 

２ 納入場所 那覇市立教育研究所（那覇市字大道 146-1 大道小学校 2階） 

   

３ 契約期間 

 令和５年５月１日から令和１０年４月３０日まで（６０ヶ月） 

 

４ 入札方法 

入札金額は総額とし、消費税及び地方消費税は含まない。なお、総額には、入

札条件（仕様書含む）に示す「那覇市立教育研究所高速カラー印刷機賃貸借契約」

に係る一切の費用をすべて含むものとする。 

 

５ 仕様 

(1) 入札に付す基準物品は次のとおりとする。 

基準物品：RISO ORPHIS FT5230 （理想科学工業株式会社製） 

(2) 詳細仕様 別紙「高速カラー印刷機仕様書」のとおり 

(3) 基準物品の構成  

品名 数量 単位 

リソーハイスピードカラープリンタ本体 ORPHIS FT5230 １ 台 

ORスキャナーHS7000 １ 台 

スキャナースタンド HS7000 １ 台 

FWオフセットステープル排紙トレイ １ 台 

RP排紙台（W） 1 台 

  (4) 同等品以上による入札を認める。 

同等品とは、別紙「高速カラー印刷機仕様書」の仕様をすべて満たすものとす

る。 

 (5) 同等品について令和 5年 3月 20日（月）午後 3時までに、次に掲げる書類

を提出し、同等品の規格確認を受けること。提出は、メールにて提出すること。

なお、提出後に確認の電話を入れること。ただし、すべて基準物品で応札する



 

 

場合は提出不要。 

①「同等品機器明細書」（別添のとおり） 

②応札予定品のカタログ及び基準物品の機能及び規格を満たしていることが確

認できる書類 

 

６ 導入に関する諸条件 

(1)  新品であること。 

(2)  設備導入における搬入、設置、調整等の役務費用を含めること。 

(3)  設備導入機器一式について、契約終了後の設備撤収費用を含めること。 

(4)  機器の搬入設置及び撤収するにあたり、建物施設、設備等に損害を与えな

いよう必要な措置を講ずること。なお、損害を与えた場合は、原状回復する

こと。 

(5)  導入機器の保守サービス拠点が沖縄県内にあること。 

(6)  設備及び運用に必要なケーブル、電源タップ等を含めること。 

 

７ 保守事項 

  落札決定後の印刷機本体及び周辺機器の保守等について、次のことを行うこと。 

(1)  障害、故障等が発生した場合は、通報等により認知後、当日中に対応(着手)

を確立し、速やかな障害復旧にあたること。ただし、緊急時においては、甲丙

協議の上、可能な範囲内での保守対応を検討することとする。また、修理が２

週間以上の長期に及ぶ場合には、代替機を設置することとする。 

(2)  作業については、平日の 8時 30分～17 時 15分の時間帯で行うこと。 

(3)  印刷品質を維持するために、保守部品類を交換する必要がある場合は、速

やかに取り替えを行うこと。また、使用済み及び不用となった消耗品（トナー

等）は持ち帰ること。 

(4)  適切な操作方法等の指導を行うこと。 

(5)  ステッカー等によりリース物品であることを明記すること。また、保守業

者名・連絡先を明記すること。 

(6)  修繕調整時に知り得た業務上の秘密を外部に漏らしたり、他の目的で使用

しないこと。 

 (7) 定期点検・整備を月１回以上行うこと。 

 

８ 撤去作業 

 受注者は、契約期間満了又は契約解除により終了した場合は、受注者の負担で

撤去作業を行うこと。 

 

９ 特記事項 

  「那覇市立教育研究所高速カラー印刷機賃貸借」は、那覇市長期継続契約を締



 

 

結することができる契約を定める条例（平成 21年那覇市条例第 41号）第２条

の規定による長期継続契約であり、各年度の経費の予算の範囲内で契約を締結

又は継続することになるので、次年度以降は、予算の減額等により契約金額が

減額又は解除される場合がある。 

 

10 その他 

（１）印刷機納入にあたっては、機器の操作方法についての講習を行うこと。 

（２）動産総合保険を付保すること。 

 （３）納入物件は、那覇市グリーン購入指針の基準を満たすものであること。 

（４）上記のほか、本紙「入札条件及び履行内容」に明記されていない事項であ

っても、契約履行上必要なものは、随時担当者の指示を仰ぐこと。 


